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衆
議
院
議
員
高
井
美
穂
君
提
出
国
際
人
権
規
約
に
対
す
る
わ
が
国
の
取
り
組
み
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

�

経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
（
昭
和
五
十
四
年
条
約
第
六
号
。
以
下
「
社
会
権
規
約
」
と

い
う
。
）
に
関
し
て
、
我
が
国
が
留
保
を
付
し
て
い
る
規
定
及
び
そ
の
主
な
理
由
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
�
）
「
公
の
休
日
に
つ
い
て
の
報
酬
」
に
つ
い
て
（
社
会
権
規
約
第
七
条
�
）

我
が
国
で
は
、
現
実
に
労
働
し
な
い
国
民
の
祝
日
に
つ
い
て
も
賃
金
を
支
払
う
賃
金
体
系
を
採
っ
て
い
る
企
業
の
割

合
が
少
な
く
、
ま
た
、
国
民
の
祝
日
に
賃
金
を
支
払
う
と
い
う
社
会
的
合
意
が
な
い
こ
と
等
か
ら
、
国
民
の
祝
日
に
つ

い
て
報
酬
を
支
払
う
か
否
か
に
つ
い
て
は
労
使
間
の
合
意
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
社
会
権
規

約
第
七
条
�
の
規
定
の
適
用
に
当
た
り
、
「
公
の
休
日
に
つ
い
て
の
報
酬
」
に
拘
束
さ
れ
な
い
権
利
を
留
保
し
て
い
る
。

（
�
）
同
盟
罷
業
を
す
る
権
利
に
つ
い
て
（
社
会
権
規
約
第
八
条
�
�
）

社
会
権
規
約
第
八
条
は
、
い
わ
ゆ
る
労
働
基
本
権
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
条
�
�
に
お
い
て
は
同
盟

罷
業
を
す
る
権
利
を
定
め
て
い
る
が
、
争
議
行
為
の
禁
止
に
関
し
、
同
条
�
�
と
我
が
国
の
関
係
法
令
の
定
め
る
と
こ

ろ
が
必
ず
し
も
合
致
し
な
い
こ
と
等
か
ら
、
同
条
�
�
の
規
定
に
拘
束
さ
れ
な
い
権
利
を
留
保
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

一



社
会
権
規
約
の
批
准
の
時
に
我
が
国
の
法
令
に
よ
り
同
条
�
�
の
規
定
に
い
う
権
利
が
与
え
ら
れ
て
い
る
部
門
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
�
）
中
等
教
育
及
び
高
等
教
育
の
漸
進
的
無
償
化
に
つ
い
て
（
社
会
権
規
約
第
十
三
条
�
�
及
び
�
）

後
期
中
等
教
育
及
び
高
等
教
育
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
、
負
担
の
公
平
や
無
償
化
の
た
め
の
財
源
を
ど
の
よ
う
に
賄

う
の
か
等
の
観
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
教
育
を
受
け
る
学
生
等
に
対
し
て
適
正
な
負
担
を
求
め
る
と
い
う
方
針
を
採
っ
て

い
る
こ
と
、
ま
た
、
高
等
教
育
に
お
い
て
は
、
私
立
学
校
の
占
め
る
割
合
が
大
き
い
た
め
、
私
立
学
校
を
含
め
て
無
償

化
の
方
針
を
採
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
我
が
国
は
、
社
会
権
規
約
第
十
三
条
�
�
及
び
�
の
規
定
の
適
用

に
当
た
り
、
「
特
に
、
無
償
教
育
の
漸
進
的
な
導
入
に
よ
り
」
に
拘
束
さ
れ
な
い
権
利
を
留
保
し
て
い
る
。

�

市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
（
昭
和
五
十
四
年
条
約
第
七
号
）
に
関
し
て
、
我
が
国
が
留
保
を
付
し

て
い
る
規
定
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
最
終
見
解
に
対
す
る
我
が
国
の
取
組
及
び
現
状
に
つ
い
て
は
、
膨
大
な
調
査
及
び
検
討
等
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、

す
べ
て
の
勧
告
及
び
要
求
等
に
対
し
て
網
羅
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
次
の
勧
告
及
び
要
求
に

二



対
す
る
我
が
国
の
取
組
及
び
現
状
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

�

第
三
十
四
段
落
に
つ
い
て

後
期
中
等
教
育
及
び
高
等
教
育
に
係
る
機
会
均
等
の
実
現
に
つ
い
て
は
、
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
修
学
困
難
な
生
徒
及
び

学
生
に
対
す
る
奨
学
金
制
度
等
を
通
じ
て
推
進
し
て
お
り
、
例
え
ば
、
我
が
国
に
お
け
る
高
等
教
育
機
関
へ
の
進
学
率
は
、

先
進
国
の
中
で
も
高
い
水
準
で
あ
る
七
十
六
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
（
平
成
十
七
年
度
）
に
達
し
て
い
る
。

�

第
三
十
八
段
落
及
び
第
三
十
九
段
落
に
つ
い
て

平
成
九
年
三
月
二
十
五
日
、
人
権
擁
護
施
策
推
進
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
法
務
省
に
人
権

擁
護
推
進
審
議
会
が
設
置
さ
れ
、
平
成
十
三
年
五
月
二
十
五
日
、
「
人
権
救
済
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
の
答
申
が
な
さ

れ
た
。

同
審
議
会
の
答
申
を
最
大
限
尊
重
し
、
提
言
さ
れ
た
新
た
な
人
権
救
済
制
度
を
確
立
す
る
た
め
に
、
人
権
擁
護
法
案
を
平

成
十
四
年
三
月
に
国
会
に
提
出
し
た
が
、
平
成
十
五
年
十
月
に
廃
案
と
な
っ
た
と
こ
ろ
、
人
権
擁
護
法
案
を
で
き
る
だ
け
早

期
に
再
提
出
で
き
る
よ
う
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

�

第
四
十
二
段
落
及
び
第
四
十
四
段
落
に
つ
い
て

三



男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
八
号
）
に
基
づ
く
「
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
」
（
平
成
十
二

年
十
二
月
十
二
日
閣
議
決
定
）
に
則
し
て
、
雇
用
等
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
と
待
遇
の
確
保
等
の
施
策
を
総

合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
昨
年
末
に
は
、
「
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
（
第
二
次
）
」
（
平
成

十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
閣
議
決
定
）
を
策
定
し
、
現
在
、
こ
の
計
画
に
基
づ
く
取
組
を
進
め
て
い
る
。

�

第
五
十
一
段
落
に
つ
い
て

平
成
十
六
年
の
年
金
制
度
改
正
に
お
い
て
、
離
婚
し
た
場
合
に
婚
姻
期
間
に
つ
い
て
の
厚
生
年
金
の
分
割
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
仕
組
み
を
平
成
十
九
年
度
か
ら
導
入
す
る
な
ど
、
「
年
金
制
度
に
存
続
す
る
事
実
上
の
男
女
不
平
等
」
に
関
連
し

た
措
置
を
講
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

�

第
五
十
五
段
落
に
つ
い
て

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
被
災
者
に
対
し
て
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に

関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
十
六
号
）
等
に
基
づ
き
、
金
利
、
償
還
期
間
等
の
優
遇
を
行
う
災
害
復
興
住
宅
融
資
等
を

実
施
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

四



御
指
摘
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
本
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
提
出
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
当

該
報
告
に
つ
い
て
は
、
関
係
す
る
府
省
庁
が
多
岐
に
わ
た
り
、
ま
た
、
作
業
も
膨
大
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
作
成
に
時
間

を
要
し
て
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、
一
層
の
努
力
を
傾
注
し
て
、
当
該
報
告
の
早
期
提
出
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
Ａ
規
約
第
十
三
条
の
高
等
教
育
無
償
化
」
に
つ
い
て
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
我
が
国
と
し
て
拘

束
さ
れ
な
い
権
利
を
留
保
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五


